
事 務 連 絡 

平成 31 年１月 22 日 

各都道府県認定こども園施設整備交付金 担当課 御中 

文部科学省初等中等教育局幼児教育課振興係 

平成 31（2019）年度認定こども園施設整備交付金の事業募集（予定）等 

について 

幼児教育の振興につきましては、日頃より御尽力いただき、厚くお礼申し上げ

ます。 

 平成 31（2019）年度認定こども園施設整備交付金の事業募集（予定）等につ

いて、下記のとおりお知らせいたします。各都道府県においては、事業の着手時

期等を踏まえ、事業申請ができるよう準備ください。また、各都道府県において

は、本事務連絡について、貴管内市町村に周知願います。 

記 

１．認定こども園施設整備交付金の事業募集（予定）について 

協議書提出期限 内示予定 使用する予算 

① 2019 年２月８日 2019 年４月上旬 平成 31 年度当初（※） 

② 2019 年４月５日 2019 年６月上旬 

同上 ③ 2019 年６月７日 2019 年８月上旬 

④ 2019 年８月５日 2019 年 10 月上旬 

⑤ 2019 年 10 月７日 2019 年 12 月上旬 

※使用する予算ついては、平成 30 年度からの繰越予算に残額があれば繰越予

算を優先的に使用します。

２．所要額調査について 

 各事業募集に当たっては、平成 31 年度の所要額全体を事前に把握するため、

申請事業のほか、次回以降の事業募集に申請を予定している事業についてもあ

わせて調査しますので、申請予定事業の把握を引き続きお願いいたします。 

３．安心こども基金の取扱いについて 

安心こども基金（文部科学省分）（以下「基金」という。）については、平成 30



年度末までとしていた実施期限を、平成 31 年度末まで一年間延長することとな

りました。平成 31（2019）年度の認定こども園の施設整備については、基金の

残額がある都道府県においては基金を優先的に活用し、基金での対応ができな

い場合に、認定こども園施設整備交付金の対象とさせていただきます。本協議へ

の申請に当たっては、この点を踏まえ協議くださいますようお願いします。 

 

 

 

 【本件お問合せ先】 

文部科学省初等中等教育局 

幼児教育課振興係 向・二見 

電 話：０３－５２５３－４１１１（内２３７４） 

    ０３－６７３４－２３７４（直通） 

メール：youji-shinkou@mext.go.jp 


